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１ 指定居宅介護支援を提供する事業者について 

事 業 者 名 称 有限会社シンソエ 

代 表 者 氏 名 宮地 美樹 

所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

兵庫県宝塚市南口二丁目６番２１号 

電話：０７９７－７４－８８８５ ＦＡＸ：０７９７－７４－８８９５ 

設 立 年 月 日 平成１５年１１月７日 

 

２ 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 シンソエ居宅介護支援事業所 

介 護 保 険 指 定 

事 業 者 番 号 
２８７１１０２３４５ 

事 業 所 所 在 地 兵庫県宝塚市南口二丁目６番２１号 

連 絡 先 

管 理 者 名 

電話：０７９７－７４－８８８５ ＦＡＸ：０７９７－７４－８８９５ 

大浦 有紀子 

事業所の通常の  

事業の実施地域  
宝塚市、西宮市（但し、阪急神戸線以北） 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

 

 

 

事 業 の 目 的 

要介護者等からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれてい

る環境等に応じ自立した日常生活が継続できることを目的とし、本人や

その家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用

できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービ

スの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等と

の連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 

運 営 の 方 針 

 

要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じて、その人らしい自立した日常生活を営むことができるように、公正

中立な立場で支援します。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

（4）事業所の職員体制 

管理者 大浦 有紀子 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

介
護
支
援

専
門
員 

居宅介護支援業務を行います。 

常 勤 ３名 

 

非常勤 １名 

事
務
職
員 

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 

常 勤  名 

 

非常勤 ２名 

営 業 日 月曜日から金曜日（但し、土・日・祝日及び１２月２９日～１月３日は除く） 

営 業 時 間 午前９時００分から午後６時００分まで（※緊急時 24時間対応体制あり） 



 

（5）居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 

居宅介護支援提供の統一した流れは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金 

介護保険が適用される場合は、利用者のご負担はありません。ただし、利用者に保険料の滞納

がある場合は、利用者より全額料金をいただき、事業者が発行する証明書をもって後日払い戻

しとなる場合があります。また、滞納期間により、一時的に保険給付の全部または一部が差し

止めとなります。 

 

１  居 宅 介 護 受 付 
地域包括支援センター、医療機関、利用者又はその家族からの、居宅

介護サービスの利用相談受付 

２  訪 問 日 程 調 整 ご自宅に訪問し介護保険の説明などを行うための日程調整 

３  介護保険制度の説明 

介護保険制度の利用の説明、各事業内容の説明、実施できない内容の

理解、介護度による介護の制限、他の制度との併用時の優先、要支援・

要介護の目的の違い等、必要な情報提供 

４  担 当 の 選 定 担当ケアマネジャーの決定 

５  契 約 契約内容、重要事項、個人情報取り扱いの説明と契約 

６  ア セ ス メ ン ト 

介護保険を利用するに至った経緯の聴取、介護保険制度の利用によっ

て改善したい課題（主訴）の聴取、介護保険証内容、家族構成、経済

状況、他の制度との利用の有無と内容、緊急連絡先・方法、既往歴、

生活歴、通院する医療機関、現在の服薬内容、住環境の聞き取り 

７  心 身 機 能 評 価 日常生活動作・日常生活周辺動作の評価、認知機能その他の評価 

８  
居宅サービス計画 

作 成 

心身機能評価の要約、課題抽出、第一表・第二表・第三表の作成、介

護保険利用点数等の把握、作成した居宅サービス計画の交付 

９  情 報 の 入 手 施設からの退所、病医院からの退院に際して介護に必要な情報の入手 

1 0  事 業 者 調 整 事業者の選定、事業者の利用実施について契約確認等調整 

1 1  サービス担当者会議 サービス事業者と利用者並びにその家族で会議を実施 

1 2  サービスの提供 各サービス事業者のサービス提供開始 

1 3  モ ニ タ リ ン グ 

毎月１回以上（予防介護利用者は３ヶ月に１回以上）訪問し、心身の

状態の観察、把握、支援事業者の計画遂行状況、対応する援助内容の

適正の把握 

1 4  計 画 の 再 作 成 
モニタリングで変更の必要が生じた場合、及び前回の計画の期限が終

了する場合、ケアプランの作成 

1 5  給 付 管 理 

毎月月末に利用した援助内容に対し適正な点数を確認し、翌月１０日

までに国民健康保険連合会に提出（予防介護利用者の場合は翌月７日

までに地域包括支援センターに提出） 

1 6  更 新 手 続 等 
心身の著しい機能変化により介護度を変更する場合の申請、認定更新

の為の申請、福祉用具・住宅改修による介護保険制度の補助の申請 

1 7  施 設 の 紹 介 特別養護老人施設、老人保健施設、グループホーム等の施設の紹介 



要介護度区分 

 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人当たりの利

用者の数が 45人未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ 

１2,000円 

居宅介護支援費Ⅰ 

15,591円 

介護支援専門員１人当たりの利

用者の数が 45人以上の場合、45

人以上 60人未満の部分 

居宅介護支援費Ⅱ 

6,011円 

居宅介護支援費Ⅱ 

7,772円 

介護支援専門員１人当たりの利

用者の数が 60人以上の場合にお

いて、60人以上の部分 

居宅介護支援費Ⅲ 

3,602円 

居宅介護支援費Ⅲ 

4,663円 

※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 50／100 又は 0／100 となります。

また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より 22,10 円を減額することとな

ります。 

※ 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場

合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。 

 

ケアプランデータ連携システムを活用し事務職員の配置を行っている場合 

要介護度区分 

 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人当たりの利

用者の数が 50人未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ 

12,000円 

居宅介護支援費Ⅰ 

15,591円 

介護支援専門員１人当たりの利

用者の数が 50人以上の場合にお

いて、50人以上 60未満の部分 

居宅介護支援費Ⅱ 

6,011円 

居宅介護支援費Ⅱ 

7,772円 

介護支援専門員１人当たりの利

用者の数が 60人以上の場合にお

いて、60人以上の部分 

居宅介護支援費Ⅲ 

3,602円 

居宅介護支援費Ⅲ 

4.663円 

※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 50／100 又は 0／100 となります。

また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より 2210円を減額することとなり

ます。 

※ 50人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場

合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。 

 

 加 算 加算額 内 容 ・ 回 数 等 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

初 回 加 算 3,315 円 

新規に居宅サービス計画を作成する場

合 

要支援者が要介護認定を受けた際に新

たに居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更され

た際に新たに居宅サービス計画を作成

する場合 

 

入 院 時 情 報 連 携 加 算 Ⅰ 

 

入 院 時 情 報 連 携 加 算 Ⅱ 

2,762 円 

 

2,210 円 

入院の日から１日以内に病院等の職員に

必要な情報提供をした場合(Ⅰ） 

入院の日から３日以内に病院等の職員に

必要な情報提供をした場合(Ⅱ) 



退院・退所加算（Ⅰ）イ 

 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ  

 

退院・退所加算（Ⅱ）イ  

 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ  

 

退院・退所加算（Ⅲ）  

 

4,972 円 

 

6,630 円 

 

6,630 円 

 

8,287 円 

 

9,945 円 

 

入院等の期間中に病院等の職員と面談を

行い必要な情報を得るための連携を行い

居宅サービス計画の作成をした場合。 

 

（Ⅰ）イ 連携１回 

（Ⅰ）ロ 連携１回（カンファレンス参加による） 

（Ⅱ）イ 連携２回以上 

（Ⅱ）ロ 連携２回（内１回以上カンファレンス参加） 

（Ⅲ）  連携３回以上（内１回以上カンファレンス参加） 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅰ ） 5,734 円 人員の配置・利用者に関する情報又はサ

ービス提供に当たっての留意事項に係る

伝達等を目的とした会議を定期的に開催

すること等 厚生労働大臣が定める基準

に適合する場合（一月につき） 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅱ ） 4,652 円 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅲ ） 3,569 円 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ａ ） 1,259 円 

特定事業所医療介護連携加算 1,337 円 

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を

算定している等厚生労働大臣が定める

基準に適合する場合（一月につき） 

ターミナルケアマネジメント加算 4,420 円 

在宅看取りの利用者に対し２４時間連

絡体制を整備し必要に応じ居宅介護支

援を提供した場合 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,140 円 

病院等の求めにより、病院等の職員と

居宅を訪問しカンファレンスを行いサ

ービス等の利用調整した場合 

 

通院時情報連携加算 

 

 

553円 

病院、歯科医院の受診時同席し医師ま

たは歯科医師と情報共有した場合   

 

※居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント 

業務を行ったものの死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス

担当者会議における検討等、必要なケアマネジメント業務や給付管理のための順義が行われ、

介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについ

て、居宅介護支援の基本報酬を請求します。 

 

３ その他の費用について 

① 交通費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定め

に基づき、交通費の実費を請求いたします。 

 

４ 利用者の居宅への訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回 

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂

行に必要な場合は利用者の承諾を得て訪問します。 

 

 

 

 

 



５ 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について 

（1）利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めるこ

とができます。また、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定

理由について説明を求めることができます。 

（2）居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認します。被保険者の住所などに変

更があった場合は速やかにお知らせください。 

（3）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援

助を行うものとします。 

（4）病院に入院した場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に

病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等に担当する介護支援専門員

の名前や連絡先を伝えてください。 

（5）当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利

用状況は別紙２のとおりです。 

 

６ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 大浦 有紀子 

（2） 必要に応じて成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための委員会を設置し研修を実施しています。 

 

７ 居宅介護支援の解約 

 （１） 利用者の都合でサービスを終了する場合 

  ・解約の約一か月前にご連絡いただければ、終了いたします。  

 （２） 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

・要介護から要支援に介護度が変わった場合、ご自宅の地域の地域包括支援センターに担

当を引き継ぐことがあります。 

  ・人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合があります。

その場合は、終了一か月前までに文章で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事

業者をご紹介します。 

・利用者やご家族などが当事業者や当事業者の介護支援専門員に対して本契約を継続し難

いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了

させていただく場合がございます。 

 （３） 自動終了 

・ 利用者が介護施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当（自立）又は

要支援と認定された場合 

・ 利用者がお亡くなりになった場合 



８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について  

① 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」

という。）は、サービス提供をする上で知り得た利

用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。 

② また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を保持させるため、従業者である

期間及び従業者でなくなった後においても、その

秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

内容とします。  

② 個人情報の保護について  

① 当事業所は、利用者等の個人情報を適切に取り扱

う事は、介護サービスに携わるものの重大な責務

と考え、事業者が保有する利用者等の個人情報に

関して適正かつ適切な取り扱いに努めるととも

に、広く社会からの信頼を得る為に、個人情報に

関する法令その他関係法令及び厚生労働省のガ

イドラインを遵守します。 

② 事業者は、サービス提供に必要な範囲内のみ個人

情報を取り扱います。利用者から予め文書で同意

を得、サービス担当者会議や地域ケア会議等にお

いて、利用者及び家族の個人情報を使用します。

緊急時必要な場合には医療機関に利用者及びご

家族の個人情報を提供します。 

③ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報

が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

録を含む）については、善良な管理者の注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を

防止するものとします。 

④ 事業者が管理する情報については、利用者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示

に際して複写料などが必要な場合は利用者の負

担となります)  
 

９ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の

家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、損害賠償保険に加入しています。 

 

１０ 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

 



１１ サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付け 

るための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

(2) 苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

（事業者の担当部署・窓口の名称） 

 

（担当者）管理者  大浦 有紀子 

受付時間 月曜日～金曜日 

午前９時～午後５時 

電話 ：０７９７－７４－８８８５ 

ＦＡＸ：０７９７－７４－８８９５ 

宝塚市介護保険担当課 

所在地  宝塚市東洋町１番１号 

受付時間 平日午前９時～午後５時 

電話  ：０７９７－７７－２１３６ 

ＦＡＸ：０７９７－７１－１３５５ 

 

西宮市介護保険グループ 

 

 

所在地  西宮市六湛寺町１０番３号 

受付時間 平日午前９時～午後５時 

電話 ：０７９８－３５－３３１４ 

ＦＡＸ：０７９８－３４－２３７２ 

 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

介護保険課  苦情相談係 

 

所在地 神戸市中央区三宮町１丁目９番１-１８０１号 

受付時間 平日午前８時４５分～午後５時１５分 

電話 ：０７８－３３２－５６１７ 

ＦＡＸ：０７８－３３２－５６５０ 

 

１２ 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

上記の内容について「指定居宅介護支援事業等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成11年厚生省令第38号）」第4条の規定に基づき、説明を行いました。 

 

事
業
者 

所 在 地 
兵庫県宝塚市南口２－６－２１ 

法 人 名 
有限会社シンソエ 

代 表 者 名 代表取締役   宮 地 美 樹           

事 業 所 名 
シンソエ居宅介護支援事業所 

説 明 者 氏 名  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

指定居宅介護支援 

（ケアマネジメント） 

 
 

契約書・個人情報使用同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限会社シンソエ 

 

 

 



（甲）利用者  （乙）事業者   

 

甲と乙は、乙が甲に対して行う指定居宅介護支援（ケアマネジメント）について、次のとおり契約しま

す。なお、本書は契約書の内容及び個人情報利用同意書を兼ねます。 

 

（契約の目的） 

第１条  乙は、介護保険法の趣旨に従い、甲が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じて自立した生活を営むことができるよう、甲に対し、適切な居宅サービス計画を作成し、かつ、居

宅サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い

ます。 

（契約期間） 

第２条  契約期間は     年    月   日から要介護認定の有効期間の満了日までとします。

なお、契約満了日の１ヶ月前までに甲から乙に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契

約は自動更新されるものとします。 

（居宅サービス計画作成の援助） 

第３条  乙は、介護保険法に定める介護支援専門員を甲へのサービスの担当者として任命し、交

代については事前にご相談します。 

２  乙は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を援助

します。 

(3) 甲の居宅を訪問し、甲及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題の把握に努める

こと。 

(4) 当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報

を適正に甲及びその家族に提供し、甲にサービスの選択を求めること。 

(5) 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込

んだ居宅サービス計画の原案を作成すること。 

(6) 上記原案に位置づけた居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した

うえで、その種類、内容、利用料等について、甲及び家族に説明し、甲から文書による同意

を受けること。 

(7) 甲が医療サービスの利用を希望している場合には、主治医等の意見を求め、その指示があ

る場合にはこれに従うこと。 

（居宅サービス計画作成後の援助） 

第４条  乙は、甲及び家族と継続的に連絡を取り、利用の実情を常に把握するように努めます。 

２  乙は、甲が居宅サービス計画（ケアプラン）の変更を要する場合は、再評価を行い、サービス計

画の変更、要介護認定区分の変更申請、関連事業者に連絡するなど必要な援助を行います。 

３  乙は、甲の受ける居宅サービス利用状況について、甲からのサービス利用に関する苦情等相

談を受け、必要に応じてサービスを点検し、給付管理票の作成・提出ほか関係機関との連絡調整を

行います。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第５条  乙は、甲が要介護認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行える

よう甲を援助します。 

（施設入所への支援） 

第６条  乙は、甲が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、甲に適切な介護保険施設

の紹介、その他必要な援助を行います。 

 



（記録の作成） 

第７条  乙は、居宅介護支援の提供に関する記録を作成し、契約終了後５年間保管します。 

２  乙は、甲又は家族に対し、乙の営業時間内に、甲に関する記録を閲覧、複写物の交付を行うこ

とができます。但し、複写物作成の実費を請求することがあります。 

（料金） 

第８条  乙が提供する居宅介護支援に対する料金規定は別紙【重要事項説明書】のとおりです。 

（契約の満了） 

第９条 次のいずれかに該当する場合には、この契約は満了します。 

一. 甲は、乙に対して、いつでもこの契約解除を申し入れることができます。この場合には、１ヶ

月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。 

二. 乙は、やむを得ない事情がある場合、甲に対して、１ヶ月前までに理由を示した文書で通知

することでこの契約を解約することができます。この場合、当該地域の他の事業所に関する

情報を利用者に提供します。 

三. 乙は、甲又は家族等が、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知

することにより、直ちにこの契約を解約することができます。 

四. 甲が介護保険施設に入所した場合 

五. 甲の要介護認定区分が、非該当（自立）又は要支援と認定された場合 

六. 甲が死亡した場合 

（賠償責任） 

第10条  乙は、甲に対するサービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに甲の

家族及び市町村関係窓口に連絡を行うと共に、必要な措置をとります。 

２  乙はサービスの提供に伴って、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害を及ぼした場合は、

損害保険の規定に従い甲に対してその損害を賠償します。但し、甲又は家族に重大な過失がある場

合には、賠償額を減額することができます。 

（個人情報の保護） 

第11条  乙は、サービス提供をする上で知り得た甲及びその家族に関する個人情報を正当な理由

なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２  乙は、医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等で必要がある場合に限り、

予め甲又は家族からの文書による同意を得た上で必要な範囲内で甲又は家族の個人情報を用いま

す。 

３  乙は､書類等データ管理を徹底し、個人情報保護に努めます。また、甲及びその家族より、情報

の開示希望があった場合､本人及びその家族であることを確認した後､遅滞なく個人情報を開示致し

ます。 

（相談・苦情対応） 

第12条  乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は

居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する甲の要望、苦情等に対し、迅速に対

応します。 

（善管注意義務） 

第13条  乙は、業務を行うにあたって、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を

遂行します。 

（信義誠実の原則） 

第１４条 甲と乙は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 

２ 本契約に定めのない事項は、介護保険法令等の規定を尊重し、双方誠意をもって協議の上定め

ます。 



（裁判管轄） 

第１５条 甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を

第一審議裁判所とすることを予め合意します。 

本契約を証するため、甲乙は署名又は記名の上、本契約書を２通作成し、甲乙各一通保有します。 

 

（甲） 私は、この重要事項説明書及び契約書に基づく居宅介護支援サービスの利用を申し込

みます。また、第11条に基づく個人情報の使用について同意します。    

令和     年     月      日 

利 

用 

者 

ご住所  

連絡先  

氏 名    

緊

急

連

絡

先

① 

ご住所                            

連絡先  

氏 名  続柄   

緊

急

連

絡

先

② 

ご住所  

連絡先  

氏 名  続柄 

 

 

 

（乙） 私は、居宅介護支援の事業者として、甲の申込みを受託し、この契約書に定めるサービ

スを誠実に責任を持って行います。 

事 

業 

者 

事業所名 シンソエ居宅介護支援事業所 

住  所 兵庫県宝塚市南口二丁目６番２１号 

事業者名 有限会社シンソエ  代表取締役   宮 地 美 樹      

電  話 ０７９７－７４－８８８５ 

説明者 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

氏名       

 

 


